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第 11 号調査研究課題について 

提案者  所属 北海道大学環境健康科学研究教育センター 
     氏名 特任教授 岸 玲子 

    所属 北海道大学大学院保健科学研究院 
     氏名 教授 佐伯 和子 

《課 題 名》（平成 24~26 年） 
北海道における「公衆衛生専門大学院」の役割と設置への協力体制などについて 
 
《提案（課題選定）の理由》 

今日、我が国は社会の大きな変化の真只中にある。急速に進む少子高齢化や、貧困や格差の拡大は、人々

の健康や安全、well-being の向上を目指す公衆衛生の役割が益々大きいことを示している。中でも公衆衛生専

門学会にとっては公衆衛生教育や研究、活動を前に進めるための各分野の人材の養成が最も大きな課題である。

その理由は変動期こそ、社会から要請される諸課題を、広い視点で俯瞰的に認識し、根拠に基づく新たな健康

政策（Evidence based health policy）や、新しい社会システム構築をも考慮しながら、日々、現場で地道な活動を

進めるための力量、それを教育できる体制が要請されるからである。 
平成23年9月に出された日本学術会議「わが国の公衆衛生向上に向けた公衆衛生大学院の活用と機能強化」

の提言では、「国（文部科学省、厚生労働省など）は、公衆衛生大学院が全国のいわゆる８地方ブロックに少なく

とも１か所以上整備されるよう大学等に支援を行うとともに、自治体と協同して、それぞれの地域において公衆衛

生人材養成に向けて協力体制を構築することが望まれる。」 としている。既に京都大学、九州大学、東京大学

などには公衆衛生専門大学院が設置され、毎年20-30名の修了者を輩出している。 
一方、従来から保健所医師、保健師、獣医師、事務職などの教育研修に果たしてきた国立保健医療科

学院の役割は大きいが、現在、自治体の財政問題や人的資源が足りない問題から半年から1年間に渡って

は、職員を長期で東京に派遣できる自治体はほとんどない。特に北海道は遠隔地で地域的にも独立して

いることから、道内で各大学が協力して体制を作り、公衆衛生大学院教育を充実し、複雑かつ多様な健康・

医療問題を総合的に捉え、わが国の地域保健、職域保健、環境保健などの分野で、質の向上に貢献できる人材

を養成することが社会的にも求められている。なお北海道大学では既に公共政策大学院を擁しているが、公共

政策は、主として行政分野での人材養成を主目的にしており、公衆衛生（人々の健康や安全、安寧に資する専

門分野）の広い分野での人材育成とは目的や方法、その対象等も異なることが多い。従って公衆衛生分野にお

ける高度の専門人材育成のためには、どのような教育体制が必要か、道内大学間の連携を模索しながら考え、専

門的な大学院を早く設置する努力がのぞまれる。そこで、提案者は、本道における公衆衛生が当面する

課題として、今後、本研究課題の担当者を増やしつつ、各大学の医学系、看護系、歯科、獣医、薬学、

衛生工学、食品衛生などの関連分野と、行政（北海道、札幌市など）、および民間諸機関がどのように連

携協力して専門的な大学院教育を進めていくかを、フォーラムなどを重ねながら検討を進めていくと共

に、人材養成について北海道内の関係機関にニーズ調査を行う予定である。  
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北海道公衆衛生協会第 11 号課題調査  

「北海道における公衆衛生専門大学院の役割と設置への協力体制などについて」  

研究組織 

 
■研究（共同）代表者 
岸 玲子（北海道大学 環境健康科学研究教育センター） 
佐伯 和子（北海道大学保健科学研究院 創成看護学分野） 
 
■研究分担者 
大滝 純司（北海道大学医学研究科社会医療管理学講座） 
寺沢 浩一（北海道大学医学研究科社会医療管理学講座） 
玉城 英彦（北海道大学医学研究科予防医学講座） 
藤田 博美（北海道大学医学研究科予防医学講座） 
玉腰 暁子（北海道大学医学研究科予防医学講座） 
伊藤 陽一（北海道大学医学研究科社会医療管理学講座） 
齋藤  健（北海道大学保健科学研究院健康科学分野） 
小笠原克彦（北海道大学保健科学研究院健康科学分野） 
山内 太郎（北海道大学保健科学研究院健康科学分野） 
池野多美子（北海道大学環境健康科学研究教育センター） 
荒木 敦子（北海道大学環境健康科学研究教育センター） 
細川 敏幸（北海道大学高等教育推進機構高等教育開発研究部門） 
三上 直之（北海道大学高等教育推進機構生涯学習計画研究部門） 
河口 明人（北海道大学教育学研究院健康教育論講座） 
松井 佳彦（北海道大学工学研究院環境創生工学専攻水代謝システム講座） 
小林 宣道（札幌医科大学衛生学講座） 
吉田 貴彦（旭川医科大学健康科学講座） 
西條 泰明（旭川医科大学健康科学講座） 
河原田まり子（札幌市立大学看護学部） 
荒田 吉彦（北海道保健福祉部）  
後藤 良一（北海道立衛生研究所） 
矢野 公一（札幌市保健所）  
佐々木泰子（札幌市立衛生研究所） 
廣田 洋子（北海道立心身障害者総合相談所） 
山本 長史（室蘭保健所） 
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北海道公衆衛生協会
平成24年度研究集会

北海道における公衆衛生大学院の役割と設置への協力体制
（平成24年３月11日開催）
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北海道公衆衛生協会
平成25年度研究集会

北海道における公衆衛生大学院の役割と設置への協力体制
〜現場から見た公衆衛生学への期待〜

（平成25年11月14日開催）





41─　　─



42─　　─



43─　　─



44─　　─



45─　　─



46─　　─



47─　　─



48─　　─



49─　　─



50─　　─



51─　　─



52─　　─



53─　　─



54─　　─



55─　　─



56─　　─



57─　　─



58─　　─



59─　　─



60─　　─



61─　　─



62─　　─



63─　　─



64─　　─



65─　　─



66─　　─



67─　　─



68─　　─



北海道公衆衛生協会
平成26年度研究集会

北海道における公衆衛生大学院の役割と設置への協力体制
エビデンスに基づいた公衆衛生活動に向けて
─地域と大学・研究機関との協働の現状と課題─

（平成27年３月23日開催）





150323　北海道大学・
北海道公衆衛生協会第３回フォーラム

（岸）　それでは17時になりましたので、北海道における
公衆衛生大学院の役割と設置への協力体制、第３回目の

フォーラムを開始させていただきます。このフォーラム
は北海道公衆衛生協会から、皆さんのお手元にあります
タイトルで、過去３年研究費をいただきました。北海道
全体を視野に入れ、これから北海道に公衆衛生大学院が
できるとしたら、どういう役割を持っているのか、その
設置に対しまして、北海道全体でどういう協力体制をつ

集会報告

平成26年度研究集会
　当協会主催の平成26年度研究集会は、平成27年３月23日（月）、北海道大学百年記念会館大会議室において開催さ

れました。本稿は、研究集会の要旨を取りまとめたものです。

テーマ　「エビデンスに基づいた公衆衛生活動に向けて
─地域と大学・研究機関との協働の現状と課題─」

総合司会　　廣　田　洋　子　氏
	 （北海道立心身障害者総合相談所　所長）

　　　　　　岸　　　玲　子　氏
	 （北海道大学環境健康科学研究教育センター　特任教授）

　　基調講演　「公衆衛生従事者の教育と地域や大学・研究機関との連携：国立保健医療科学院の経験から」

　演　者　　曽　根　智　史　氏
	 （国立保健医療科学院　企画調整主幹）

　　講演１　　「感染症研究と大学院教育：北海道および海外との連携による経験」

　演　者　　小　林　宣　道　氏
	 （札幌医科大学医学部　衛生学　教授）

　　講演２　　「旭川地域での大学コンソーシアムを中心とした地域住民の健康保持増進と地域振興を目指す活動」

　演　者　　吉　田　貴　彦　氏
	 （旭川医科大学医学部　教授）

　　講演３　　「自治体と共同で行う高齢者の介護予防から考えること：当別町での経験」

　演　者　　工　藤　禎　子　氏
	 （北海道医療大学　看護福祉学部　准教授）

　　講演４　　「北海道における保健師教育の今後：公衆衛生人材の育成と大学との協働」

　演　者　　佐　伯　和　子　氏
	 （北海道大学大学院　保健科学研究院　教授）

北海道公衆衛生協会
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くっていくのが望ましいのかという、そういう課題研究
でございます。
　第１回は北海道大学の医学研究科のフラテホールで、
文科省の渡辺真俊さんに来ていただきまして会を持ちま
した。それから２回目はご承知のように、北海道公衆衛
生学会がございましたときに、研究集会としてフォーラ
ムをさせていただきました。その後を受けまして、第３
回目のフォーラムでございます。
　特に今回は北海道大学の私どもが、場所ですとかプロ
グラムを考えてはおりますけれども、特に北海道全体の
視点で考えていきたいという意味でございます。ちょう
ど今日の前半には国立保健医療科学院と北海道大学の、
包括連携の第１歩となりますフォーラムもございました
ので、その後を受けまして国立保健医療科学院の、企画
調整主幹の曽根先生に基調講演をいただくことになって
おります。その後北海道のいろいろな大学と分野の方に、
地域でどういう活動をしておられるのか？ということを
話していただきます。司会は私岸と。

（廣田）　北海道立心身障害者総合相談所の廣田と申しま
す。

（岸）　前半部分を廣田先生に、私は後半の方をさせてい
ただきます。廣田先生、よろしくお願いいたします。

（廣田）　それでは最初に基調講演ということで、「公衆
衛生従事者の教育と地域や大学・研究機関との連携、国
立保健医療科学院の経験から」について、曽根智史先生
にお願いしたいと思います。曽根先生のご略歴ですが、
産業医科大学を卒業された後、米国エモリー大学公衆衛
生大学院で公衆衛生修士号を取得されております。また
職歴ですが、1997年から国立保健医療科学院の前身の国
立公衆衛生院の公衆衛生行政学部の方に移られまして、
今現在保健医療科学院の企画調整主幹をされていらっ
しゃいます。曽根先生、よろしくお願いいたします。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

基調講演

「公衆衛生従事者の教育と地域や大学・
研究機関との連携：国立保健医療科学
院の経験から」

曽　根　智　史　氏

（曽根）　皆さんこんにちは。国立保健医療科学院の曽根
でございます。本日はこのような機会をいただきまして
本当にありがとうございます。この前のセッションで説
明したことと、若干重複するところもありますけれども、
聴衆がある程度違うという前提でお話しいたします。ま
ずは国立保健医療科学院というのはあまり知らない、あ
るいは公衆衛生院だったら知っているんだけど、みたい
なことも時々聞きますが、その歴史的な経緯も含めて、
それから当院が実施している研修、公衆衛生従事者教育
について、先ほどよりも詳しく説明したいと考えており
ます。どうぞよろしくお願いいたします。
　これが国立保健医療科学院で、12年ほど前に移った新
しい建物です。埼玉県の和光市にあります。和光市は東
京のすぐ隣でございまして、池袋から15分ほどで和光市
の駅に着き、そこからバスで10分ほどで当院に到着しま
す。ここはもともと陸軍関係の施設があったところで、
戦後米軍に接収されたのですけれども、後に日本に返還
されて現在はほぼ国有地になっています。近くに自衛隊
の朝霞駐屯地がございます。そのほかに司法研修所、税
務大学校、理化学研究所、裁判所職員総合研修所などの
研究所、研修所が集積しているところです。
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　当院のもともとの前身は３つございまして、１つは国立
公衆衛生院です。昭和12年、戦前のことになりますが、わ
が国最初の保健所が２カ所、東京の京橋に都市保健館、
埼玉県所沢に農村保健館として設置されました。古い文
書を読みますと、実際の活動も今の保健所と結構似たよう
なことをやっていたようです。翌昭和13年に全国の公衆衛
生技術者の養成機関として、アメリカのロックフェラー財
団の資金援助によって、国立公衆衛生院が建てられました。
　時を同じくして、厚生省が内務省から独立して設置さ
れまして、ほぼ厚生省の歴史と重なっています。これが
旧国立公衆衛生院の建物ですが、まだ白金台にございま
して、現在は港区に譲渡され、２〜３年後をめどに別の
施設に生まれ変わるそうです。今現在東京の中央保健所
の入り口の手すりの下に、都市型保健所発祥の地という
銘板がございます。それから、もう１つこれは所沢に、
保健所発祥の地の碑が残っているとのことです。

　もう１つの前身は国立医療・病院管理研究所で、これ
は戦後間もなくGHQの命令によって、それまでの日本
の病院、医療施設の近代化が遅れているということで、
病院管理、経営の近代化を目指すという目的で設置され
たものです。現在の東京都新宿区戸山の国立感染症研究
所と同じ建物の中にありました。研修、研究を通じてわ

が国の病院の近代化に、大きな貢献をした組織でござい
ます。もう１つ、国立感染症研究所の口腔科学部が統合
されて、現在のところに移転したのが平成14年、2002年
４月１日です。その後、2011年に内部組織を再編して、
現在は９統括研究官、７研究部・センター、総務部となっ
ています。常勤が約100名で、うちわけは、研究職が76
名、行政職は約30名、指定職である院長、次長が２名で
す。常勤プラス非常勤の職員等を合わせますと、だいた
い200人くらいで、研究所としてはそれほど大きな組織
ではありません。
　所掌事務は、これが組織令で決められておりまして、
大まかにいいますと保健医療事業あるいは生活衛生、そ
れから社会福祉事業に関係する養成訓練、およびそれに
関連する学理の応用の調査研究ということです。このよ
うに私どものミッションは養成訓練、調査研究の２つで
すが、先に来るのは養成訓練です。これは模式化したも

のですけれども、保健医療科学院は厚生労働省の直轄で
あり、厚生労働本省が１つの大きなクライアントとなり
ます。もう１つの大きなクライアントは、地方自治体で
す。厚生労働本省に関しましては、研究を進めて、政策
提言や科学的な根拠を提供する。地方自治体に対しては
人材育成を通じて貢献する、さらには情報提供を通じて
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貢献するということで、最終的には国民の健やかで安心
安全な生活の実現に寄与するということを、組織の目的
としています。

　ここからしばらくは養成訓練を中心にお話したいと思
います。長期のものは研究課程と専門課程という名前が
付いています。研究課程は、また後で詳しく説明いたし
ますが３年間のパートタイムの課程でございまして、現
場で働きながら研究を深めていくというものです。専門
課程は当院にフルタイムで来ていただいて、長いもので
は１年間、短いもので３カ月あるいは２カ月にわたって
研修を受けるものです。短期研修はまた後で説明します
けれども、短いものは３日、長いものは６週間でござい
まして、テーマ別に現在四十数研修が実施されています。
さらに国際協力研修としては、JICAから委託されたも
のが４研修とWHO西太平洋地域事務局（WPRO）と共
催で実施しているものが２研修あります。これらすべて
合わせますと年間で2,500名程度の研修生を受け入れて
います。
　当院には寄宿舎もありまして、一泊2,100円で泊まれ
ます。ただ、シーツは自分で敷かないといけないとか、
掃除も自分でしなきゃいけないということで、本当に寮
なんですけれども、ただ、それぞれの自治体から派遣さ
れている方が、ある意味同じ釜の飯を食う中で研修を進
めていくという環境が整っています。

　研究課程の目的は、公衆衛生の分野において自立して
研究活動を行うのに必要な、高度な研究能力およびその
基礎となる豊かな学識を養って、公衆衛生の行政、教育、
研究の指導者を育成するということです。自治体に勤務
しながら、例えば地方衛生研究所であったり、あるいは
保健所であったり、そういうところに勤めながら研究を
深めたいという方々がいらっしゃいますので、そういう
方のニーズをくんで、当院で研究・論文指導を行うとい
うことになります。
　時々来ていただいて打ち合わせをしたり、学会のとき
に会ったりとかですね。あるいは、年に１回、中間発表
会がありますので、そこに出ていただく。それ以外には
メールや電話等でやり取りをしながら研究を深めてい
き、原則３年間で修了するというものです。書いた論文
が公衆衛生関係の雑誌にアクセプトされるというのが、
修了の１つの条件となっています。

　それから専門課程、これは数カ月から１年のものです
けれども、専門課程Ⅰというのは保健福祉行政管理分野
と言いまして、いわゆる保健所長コースです。地域保健
法施行令およびそれに基づく健康局長通知によりまし
て、例えば臨床から行政の分野に入って保健所長になる
というときには、原則当院の３カ月の研修を受けること
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になります。20名程の医師や歯科医師が毎年来られて、
研修を受けています。専門課程Ⅱは、保健師あるいは管
理栄養士のコースで、これも自治体派遣のコースです。
　専門課程Ⅲ、この専攻科は１年は来られないよという
方が、３カ月間集中的に勉強するコースです。少し毛色
が変わっているのはこの２カ月のコースで、地域保健臨
床研修専攻科といいますが、これは初期臨床研修医の２
年目の人たちが、公衆衛生を全般的に深く幅広く学ぶと
いう目的で、以前は「地域保健・医療」という３カ月の
必修科目として実施していたのですが、今は必修ではな
くなっておりますので、２カ月として行っています。科
学院で講義、研修を受けるのはもちろんですが、WHO
ジュネーブ本部やマニラの西太平洋地域事務局へ行って
研修を受けたり、フィリピン大学で感染症対策の研修を
受けたりします。それから、国立感染症研究所で１週間
みっちり授業を受けたり、厚生労働省で１週間ですがイ
ンターンシップの形で、各課の若手の補佐に就いて実習
をしたりと様々な研修を組み合わせて、２カ月のコース
をやっています。これもおかげさまで大変好評で、毎年
だいたい10人くらいの応募者があります。

　短期研修は本当にたくさんありますということなので
すが、分野ごとに４群に分けています。地域保健に関す
る分野では健康危機管理研修が２つ、それから生活習慣
病対策、特定健診・特定保健指導に関する研修が２つあ
ります。それからタバコ対策推進における企画、調査の
ための研修もありますし、児童虐待対策のコース、公衆
衛生看護の管理者研修。栄養関係では健康日本21（第二
次）推進のための研修、それから健康・栄養調査の企画、
運営、評価に関する研修がございます。それから、歯科
口腔保健の研修は先ほど安藤先生からも話がありました
が、これは遠隔教育を組み合わせています。それから、
難病については特定疾患医療従事者研修の保健師編と難
病相談・支援センター職員編があります。たいへん幅広
い分野にわたって研修を実施しております。

　さらに、それぞれ見ていただいておわかりいただける
かと思いますが、これらの研修は基本的には国の施策と
リンクしております。健康危機管理もそうですし、特定
疾患もそうですし、タバコ対策もそうですし、児童虐待
もそうですし、特定保健指導もそうです。基本的には国
の政策を日本全国あまねく円滑に実施するために、地方
自治体の職員のキャパシティービルディングを図ってい
く、あるいは自治体のリーダーを育てていくというのが、
私たちの研修の基本的な理念です。また感染症について
も研修を行っておりますが、２つのラボ的な研修につき
ましては、国立感染症研究所に依頼をして、そちらで実
技研修を実施しています。そのほか、最近特に重要性の
増している医療計画、地域医療ビジョンに関する研修等
も実施しています。
　さらに環境衛生に関しては、先ほどもお話がありまし
たが、水道クリプトスポリジウムの試験法に関する研修、
水道工学研修、建築物衛生の研修、環境衛生監視員指導
者研修、医療放射線研修など、これらはかなり技術研修
に近いものですけれども、実施しております。これらも
それぞれ、国の施策と強くリンクしています。社会福祉
研修に関しても、介護福祉事業や施設を指導監督する立
場の方を研修するというものがあります。また、メディ
カルソーシャルワーカーのリーダーシップ研修も、これ
もずいぶん以前からやっています。薬事管理や食品衛生
に関しても比較的長期間の研修を実施しており、おかげ
さまでどの研修も定員を超える応募がございます。情報
統計に関しても、情報処理の研修、それから地域医療情
報コーディネーター研修、チーフ・インフォメーション・
オフィサーですね、そういう者を養成する研修、それか
ら疫学統計研修もやっています。このように大変幅広い
研修を比較的少ない職員数でやっているところです。

　私どもの養成訓練の特徴をまとめますと、このように
なります。研修生はほぼ全員が派遣です。多くが地方自
治体からの派遣なので、研修生は基本的には地方公務員
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です。彼らの特徴は仕事として研修に来ているというこ
とで、ですから、サボる人はいません。仕事として来て
いるので、逆にこちらへの期待や要求水準は大変高いで
す。あいまいな説明をすると、鋭く突っ込まれます。経
験値が高い方が大変多いので、そういう意味ではいつも
緊張感を持って、研修を行っています。特に長期の研修
で言えることですが、リーダー養成が目的ですので、自
分の技能を高めるだけではなくて、戻ってからの波及効
果が重要であると考えています。自治体がせっかくお金
と時間をかけて派遣してくださるので、その人の技術を
高める、それはもちろん最低限達成しなければならない
のですが、戻ってからその研修生が学んだことを周りの
保健師、周りの技術職、周りの人たちに伝えて、その自
治体全体のキャパシティーを高めるということが、私た
ちの研修の最終的な目的になると思います。これをきち
んとやってくださいということを、いつも繰り返しお願
いしているところです。自治体のキャパシティービル
ディングは国の責務ですので、受講料は無料です。それ
から、先ほど言いましたように短期研修につきましては、
政策に直結した研修が大変多いです。予算の面でも当院
の独自予算でやっている研修もありますし、厚生労働省
の担当課の方で予算を取って、それを当院に移し替えを
して実施している研修もあります。研修の中身につきま
しても、演習や実習等、グループワーク的なものを積極
的に取り入れているのが大きな特徴です。グループワー
クについては、長期の研修ですとディベート演習をした
り政策開発演習をしたり、疫学調査の計画立案をしたり、
あとは地域保健系の研修ですとPDCAサイクル、特に
評価計画立案の演習をしたり、社会調査法の実習では実
際に調査票を作って、お互いに調査し合ったり工夫して
います。そういうことで、時々グループワークが多すぎ
るんじゃないかと、研修生から文句が出るくらいグルー
プワークや演習をやっています。
　私どもは例えば保健所長や保健師の３カ月のコースで
すと、４月の半ばから７月の半ばまでが研修期間になり
ますが、授業は毎日午前中３時間、午後３時間ずっとあ
ります。時々木曜日の午後が自主研修の時間になります
が、基本的に間を開けないですべて講義、演習になって
いますので、たぶん相当な時間数になるのではないかと
思います。ゴールデンウイークもカレンダー通りに研修
をしています。ということで、私たちは、相手は社会人
であり、仕事として研修をしに来ているんだということ
を、常に念頭に置いてやっています。
　短期においてもほぼすべての研修に、たとえ３日間の
研修であってもグループワークを取り入れて、相互理解
を深めてもらったり、あるいはせっかく研修に来たのだ
から何か自分たちで新しいものを生み出してもらおうと

いうことをいつも考えています。これは保健師、管理栄
養士対象の、専門課程地域保健福祉分野のカリキュラム
ですが、最初の導入的な総論的な講義、これはシンポジ
ウム形式で飽きさせないようにやっています。その後、
公衆衛生総論、社会保障論、社会調査法、疫学統計概論
を実施します。それから実地見学、これは浄水場や水再
生センターを見たり、検疫所に行ったり、あるいは食肉
衛生検査センターに行ったりということで、自治体にお
られる保健師さんは、結構こういうのはもう知っている
方もいらっしゃるんですが、保健所長コースも一緒です
ので、やはり百聞は一見にしかずということで、こうい
う実地見学も取り入れています。

　さらに、保健師対象の必修科目として公衆衛生看護管
理、地域保健活動論、対人保健活動論、人材育成方法論
等を入れて総論的・概念的なものからさらに細分化され
た高度に専門的な内容という形で、順番を追って内容を
深める形で３カ月を過ごしています。さらに、１年間い
らっしゃる研修生については、秋口からこれらの科目を
必修科目として実施しています。さらに、もう少し秋も
深まってまいりますと、選択科目としてこれらの科目の
中から、いくつか選んでもらって、履修するということ
になります。
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　さらに、今から詳しく説明しますが、７月から10月に
かけて、合同臨地訓練というフィールド実習をしていま
す。これは多職種でチームを組んで自治体に出向いて調
査研究を実施して、そのプロセスも含めて報告書にまと
めて、現地にお返しする、あるいは発表会を行うという
ことで、自治体とタッグを組んで行うフィールド実習で
す。これは大変長い歴史を持っています。
　また、大学の修士論文に相当する特別研究というもの
をやっておりまして、これはだいたい７月から翌年の
２月までの半年ほどの間に、各研修生が調査研究を立
案、実施して報告書にまとめるという、結構忙しいスケ
ジュールですけれども、そういう演習も１年コースのカ
リキュラムに入れています。

　先ほどお話しした合同臨地訓練、合臨と私たちは呼ん
でいますけれども、これはルーツをたどりますと1961年
に始まったんですね。昔の衛生行政学部長だった橋本正
己先生の論文を見つけることができましたが、旧公衆衛
生院が独自の科目の１つとして立ち上げたものが、現在
の国立保健医療科学院に引き継がれています。専門分野
に所属する異なる職種の研修生が１つのチームを編成
し、これが合同、それから地域に出掛けて、これが臨地で、
公衆衛生上の課題に主体的にかかわり、目標達成に向け
たアプローチの方法を修得するものです。これは指導教
官はもちろん付きますが、指導教官がテーマを与えると
いうよりも、だいたいこういうことだよねということと、
自治体の担当者との折衝はやりますが、後は基本的には
そこにチームで行って、自治体担当者と話し合う中で、
どんなことが問題になっていて、そこをどういうふうに
チームとして取り組んだらいいのかということを、自分
たちで検討するところから始めるということです。
　具体的に何に取り組むかは、研修生自身が自治体と話
し合って決めることが多いです。そうではない場合もあ
りますけれども、主体的に研修生が決める場合も多いで
す。最終的な成果をフィールドに還元するために現地発

表会をしますし、同じく院内発表会も実施します。その
ときも現地の担当の方をお呼びして、コメントをいただ
くことにしています。合同臨地訓練の過去のテーマの一
例です。例えば発達障害児の早期発見、早期対応のため
の６カ月児健診受診票の開発、これは都内Ａ区で行いま
した。それから、その前の年は地域高齢者の孤立の実態
に関する考察ということで、これは埼玉県のＢ市で調査
を行いました。それから平成23年、ちょうど大震災の
年ですけれども、福島第一原発の事故のために県外に集
団避難を余儀なくされた住民の方々が、埼玉県のある市
にしばらくおられましたけど、そのときに住民の方をケ
アする保健師の活動に関して聞き取り調査をしたもので
す。これはかなり苦労して実施したものです。
　その前には生活保護を受けている独り暮らし高齢者
の、社会とのかかわりの支援に関するものとか、ホーム
レスの生活支援に関する取り組みについて、NPOに対
して調査をしたりとかということで、自治体や地域の
NPOなどと密接に結びついて、フィールド実習をする、
調査研究をするという、これは一貫しています。そし
て分かったことを相手に返すという実習を過去50年以上
やっているということになります。
　もう１つこれは個人研究、大学院でいうと修論に相当
するものですが、過去のテーマの例です。例えば結核患
者の治療中断に関するリスク要因の分析だったり、保健
所に求められる難病患者支援体制の検討であったり。あ
るいは東京都の気管支ぜんそくの助成制度に関する影響
要因を見たり、特定健診・保健指導の評価に関するもの
であったり。あるいは都内の医療機関における児童虐待
対策の現状についての調査など個人研究においてもそれ
ぞれの出身自治体の問題を深く掘り下げて自分たちなり
に調査し、まとめていくというプロセスを含んだものを
実施しています。このあと佐伯先生から、お話があるか
もしれませんが、保健師に係る研修の在り方等に関する
検討会が、現在開かれておりまして、昨年の12月に中間
取りまとめを発表しました。私たち保健医療科学院も埼
玉県和光の地で短期研修、長期の研修をやっております
が、短期はともかく長期にこちらに派遣される数が、ど
んどん減っています。私が十数年前に当時の公衆衛生院
に来たときには、１年コースに入る保健師さんが30人以
上いて、わいわいやりながら研修していたのですけれど
も、今は３カ月コースを合わせても10人弱というところ
で、長期の派遣がたいへん難しい状況になっています。
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　これは自治体の財政状況や人員の枠が厳しくなってい
ることとか、様々な要因があるのだろうと思いますが、
なかなかリーダー養成がままならなくなってきたなとい
うのが、正直なところです。そこでやはり各地域の大学
が果たす役割というのは、人材育成のキャパシティービ
ルディングという点において、大変大きいのかなと思い
ます。保健師に係る研修のあり方等に関する検討会の中
間取りまとめにも、それぞれの地域の看護系大学や関係
団体等を活用することは有効な方法と考えられる、と明
記されています。やはりそれぞれの地域の大学と密接に
結びついた研修、人材育成体制の構築というのが、自治
体に求められる時代ではないかと考えています。

　北海道の地域資源。北海道は地域資源がたいへん豊富
なところだと、常々思っております。道内の保健所は大
変しっかりしていて、本当に活躍しておられますし、中
にいる保健師さん、それから保健所長さんも大変やる気
があって前向きな方が多いと思います。現在私も北海道
の山本所長の研究班で、若手育成や公衆衛生医師の確保
などについて、助言者としては入らせていただいていま
すが、道内でも大変活発にいろいろやられていると伺っ
ています。私も最近今の部署になってあまり直接教育、
研修生の指導にはかかわらなくなったのですが、以前は

特別研究や合臨の指導教官を何回もやっていて、北海道
から派遣されてくる保健師さんのレベルが大変高い、打
てば響くとはこのことか、みたいな（笑）。そういう方
が多くて、大変楽しい指導を、逆にこちらが楽しませて
もらったといういい思い出がたくさんございます。
　北海道は地域資源、特に人材という意味では大変恵ま
れているのではないかと思いますし、北海道大学を含め
て医科系看護系の大学が、充実しているということも聞
いております。さらに、道内のNPOや住民組織も活発
な活動を行っているところも多いと伺っておりますの
で、この豊富な地域資源を生かしていくのは、大変重要
な道ではないかなと考えています。地域資源を巻き込む
教育ということで、これは私どもにも言えることですが、
自治体とその地域資源と教育機会を提供する側が、ウィ
ン・ウィンの関係になるということがやはり重要であり、
そうなって初めて地域保健医療の持続的発展が、良循環
として回っていくのだろうと思います。
　さらに、公衆衛生大学院の卒業生が地元で活躍すると
いうことになれば、人材の供給源にもなりますし、キャ
パシティービルディングの強力なエンジンになっていく
のだろうと思います。私は日々保健師や行政医師の方と
接しておりますけれども、彼らは大変やる気があって問
題意識をすごくたくさん持たれているのですが、それを
研究とか調査に落とし込む技術や経験が少し足りない。
そこをアカデミックな先生が適切にサポートしてくださ
ると、大変いいものができるのかなと思います。
　さらに、今大変ニーズが高いのはそれぞれの事業の評
価の部分で、行政でもPDCAを回すというのはもう当然
になっています。実施にどう評価していくのかという研究
的な側面も、当然そこにはございます。そこをご指導いた
だくと、とても自治体としては助かるのかなと思います。
あるいは、次に計画立案というＰの方に回っていく、じゃ
あ、Ｐをどうするのかというところをまたご指導いただく
と、自治体の事業のPDCAに関して、自治体とアカデミズ
ムがタッグを組んで、回せていけるのかなと考えています。
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　これは先ほどもお見せしましたが、当院で発行してい
る「保健医療科学」です。初めて聞いたという方は、当
院のウェブサイト「www.niph.go.jp」からいくと、すぐ
保健医療科学のバナーがありますので、これをクリック
していただきますとすべての内容がご覧いただけます。
年６回発行しておりまして、行政施策に関連した特集を
毎号組んでいます。
　これは最新号ですが、エビデンスに基づく医療政策へ
のDPCデータの活用ということで、特集を組んでいます。
さらに、それだけではなくて原著等も院内で査読して載せ
ていますし、さらに、先ほどの合臨や特別研究の抄録も
載せていますので、そういう意味で当院の教育活動報告
書にもなっています。ぜひ一度当院のホームページにおい
でいただきまして、参考にしていただければと思います。
　これも先ほど申しましたが、年度が明けまして４月16
日に当院主催の公開シンポジウム2015を開催し、当院の
研究官の調査を８本ほど発表したいと思います。入場は
無料ですが、登録が必要なので、もし、このとき東京に
行けるな、みたいな方がいらっしゃいましたら、ぜひ科
学院に足をお運びいただければと思います。
　これは当院の１階のロビーに掛かっております、国立
保健医療科学院という書でございます。これは当院のロ
ゴマークです。当院はそれほど都心から遠くございませ
んので、東京においでの節はぜひ一度お越しください。
以上です。どうもありがとうございました。（拍手）

（廣田）　曽根先生、どうもありがとうございました。大
変詳しく保健医療科学院の教育内容について、ご説明い
ただきました。皆さんご質問があろうかと思いますが、
時間の関係で最後にまとめてお伺いしたいと思います。
それでは、続きまして北海道内の大学の先生方からご講
演をいただきたいと思います。お１人目は、札幌医科大
学の医学部衛生学講座の小林宣道先生です。小林先生は
札幌医科大学をご卒業されてからずっと、衛生学部の教
室にいらっしゃるということでよろしいですよね。

（小林）　そうです。

（廣田）　その間にJICAの長期専門家のプロジェクトに
も、参加されていらっしゃいます。では先生、よろしく
お願いします。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

講演１

「感染症研究と大学院教育：北海道およ
び海外との連携による経験」

小　林　宣　道　氏
（小林）　ありがとうございます。廣田先生、ご紹介どう
もありがとうございます。ただいまご紹介いただきまし
た札幌医大の衛生学講座の小林と申します。今日はこの
ような機会を与えていただきまして、岸先生、佐伯先生
に心から感謝いたします。最初岸先生からお話をいただ
いたときに、北海道での連携について話をしてほしいと
いうことだったのですけれども、私どもの教室は北海道
との連携に関してこのような場でご紹介できるような話
題は、あまり多く持っておりませんで、その代わり海外
の開発途上国との共同研究、研究支援を長年続けてきて
おりますので、そちらの方を主体に話をさせていただき
たいということで、岸先生のご了承もいただきました。
そのようなわけで海外の話を中心にさせていただきたい
と思います。
　ただいま曽根先生の方から国内の人材育成の話、研修
の話をお聞きしたのですけれども、私の話は海外の学生
さんの教育ということで、このフォーラムの趣旨とは外
れた感じの話になるかなと思いますが、よろしくお願い
いたします。私どもの教室における研究活動ですけれど
も、一言でいいますと感染症、感染性微生物の分子疫学
ということになります。研究対象としてはロタウイルス
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を中心とする下痢症ウイルス、それからMRSAとか肺
炎球菌などの細菌感染症を対象にしております。特に細
菌感染症に関しましては、薬剤耐性遺伝子の分子遺伝的
解析ということも、フレームワークとしてやっておりま
すし、そのほか麻疹とかインフルエンザ、水痘などのよ
うな感染症の流行変動に関する、時系列解析ということ
もしております。こういった研究を海外、特に開発途上
国との共同研究としても、かなりの部分でやっておりま
して、その共同研究を通して研究支援、技術協力を行っ
ていくというような活動をしております。
　感染症の分子疫学といった場合に、どういうことをや
るかということですけれども、ある地域、ある時期にど
のような感染性微生物が感染症の原因として、流行して
いるのかということを調べていきます。その中で遺伝子

型、それから病原因子といったものの多様性、頻度、そ
の変化ということを調べていくわけですけれども、最終
的には感染症対策、制御のための基礎資料を、整えるこ
とになると考えております。
　北海道との連携ということでは、我々は札幌医大の講
座ですので、札幌医大の附属病院の検査部と共同研究を
しておりますし、また札幌臨床検査センター、これは民
間の検査会社ですけれども、こういったところと協力し
て細菌感染症の研究をしております。海外とのかかわ
りですけれども、ロタウイルスのような下痢症の原因
ウイルス、それからMRSAとか大腸菌、それからNTD	
（Neglected	Tropical	Diseases）と書きましたけれども、
これは主に熱帯地方特有の感染症ですが、こういったも
のについて研究をしております。研究相手の国は、イン
ド、バングラデシュ、ミャンマー、マレーシア、中国、
キューバなどで、それらの国の研究所、あるいは大学と
共同でこういった感染症の研究をしております。

　共同研究のプロセスということで、これは一般論で特
に説明する必要はありませんが、はやり１番目の感染症
に関する問題点の探索ということで、その国でどういっ
た感染症を調査することが重要か、どういったことを研
究テーマとすることが適切かということを、最初に吟味
すると。そういうことが非常に重要だと思っております。

次に大学院とのかかわりの話になりますが、このような
開発途上国での感染症の共同研究を、学位取得を目的と
した大学院での研究教育にどのように結びつけているか
ということをお話しします。海外の共同研究先の学生さ
ん、大学院生が学位を取得する場合に、大きく分けて２
つの場合があります。１つは日本で、つまり私のところ
である札幌医科大学で学位を取得する場合です。もう１
つは彼らがそれぞれ自分の国で学位を取得するという場
合です。
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　札幌医大で学位を取得する場合には、当然ですけれど
も大学院に入って課程博士になる場合と、論文提出によ
る論文博士になる場合があります。それから自国での学
位取得の場合には、私どもの札幌医大の衛生学講座に短
期間来られて、実験してデータを出して、それで本国に
戻ってから学位を取るという場合と、我々が海外に出掛
けていって現地で研究支援をして、その後学位を取ると
いう場合があります。これからのいくつかのスライドで
こういったいくつかの場合について、具体的な例をお示
ししながらご説明したいと思います。海外の共同研究者
が札幌医科大学で、我々の指導の下で学位を取ったケー
スというのは、私が教授を拝命いたしましてから３名お

ります。３人ともバングラデシュの方で、１人は文科省
の国費留学生の方で、後の２人は日本学術振興会の論文
博士支援事業というのがありまして、それに採択された
方々です。
　この３人目のサルマ・アメッドという方ですけれども、
この方は「2015年」と書いていますが、つい３週間前に
学位審査を無事終えて学位を取得した方です。この方は
どういう研究をしたかということを簡単にご説明します
と、研究テーマは「バングラデシュにおける産褥感染症
の原因となる好気性細菌の薬剤耐性と分子疫学」という

タイトルです。２年間にわたりまして、首都のダッカか

ら北に150キロにマイメンシンというところがあり、こ
このマイメイシン医科大学の病院をベースにしまして、
産褥感染症の患者さんからサンプルを採って、470株の
菌を分離しました。産褥感染症として今回取り扱ったの
は産褥熱、尿路感染症、帝王切開後の創感染、この３つ
です。産褥熱といいますとゼンメルワイスという、昔の
19世紀の医者の名前を思い出す方も多いかと思います。
先進国ではもうほとんど問題にならないものだと思いま
すが、南アジア地域やアフリカではまだある感染症です。
こういったものを対象にして菌株を分離しました。まず
その菌種の同定を行いまして、どういう種類の菌種がど
のぐらいの頻度であるかというのを調べまして、主要な
菌種に関して薬剤感受性を次に調べています。この表は

薬剤耐性率を示しているんですけれども、特にグラム陰
性桿菌がセフェム系薬剤に対する耐性率が非常に高いと
いうことが分かりました。その耐性の原因になっている
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遺伝子、β-ラクタマーゼの遺伝子がどのような種類の
ものが、どのぐらいの頻度で存在しているのかというこ
とを調べまして、特に一番頻度が高かった大腸菌に関し
ては遺伝子型、それから病原因子の種類ということまで
調べまして、非常にたくさんの病原因子を持っている、
パンデミッククローンと呼ばれている大腸菌も存在する
ということが分かったわけです。この写真の手前の方が、
この産褥感染症の研究をしたサルマ・アメッドさんで、
これはうちの教室の実験室で実験しているところです。

次に、うちの教室に海外から短期間来られて実験データ
を出して、本国に戻ってから学位を取ったという方々は、
ここに挙げます７名の方がおります。インド、中国、そ

れからキューバ、ミャンマー、台湾から来た先生方です。
それから、私どもが海外に直接出向いていって、現地で
指導して学位を取得した方々は非常にたくさんおりまし
て、皆インドとバングラデシュの方々です。インドでは

彼らはPhDを取られています。バングラデシュではこ
こにMPhilと書いてありますが、これは日本でいえば医
科学修士に相当するようなディグリー（学位）で、それ
を取られています。バングラデシュでの研究指導に当た
りましては、非常にたくさんのいろいろな感染症に関す
る研究指導を、行わせていただきました。
　どういったものがあるかというところについてですけ
れども、ロタウイルスとかMRSAは我々の教室の主要
な研究テーマですが、そのほかに結核とかリーシュマニ
アとか、爪の白癬とかヒトパピローマウイルスに至るま
で、非常にたくさんのものを対象に研究をさせていただ
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きました。後の方で、このリケッチア症に関する話を
ちょっとだけしたいと思います。ここで実際の現地での
研究の様子をいろいろな写真を通してお見せしたいと思
います。場所はダッカから北へ150キロほどいったマイ
メンシンという町です。これは町の目抜き通りですけれ
ども、ここはマイメンシン・メディカル・カレッジで、
ここは病院の建物で、これは病院の中庭です。この大学
の微生物学講座と我々は共同研究をしております。
　ここの講座の教員と学生ですけれども、常時６〜７人
の学生がおりまして、その半分以上の学生さんたちに対
して、我々が研究指導をしているという感じになってい
ます。これはラボの様子です。これはMRSAの検出を
させているところです。これはロタウイルスの検出のた
めの電気泳動のプロセスの一部ですけれども、サンプル
をゲルに載せているところです。これは実際に電気泳動
をしているところですね。ここから電気泳動後にゲルを
取り出して、染色をするとこういったバンドが見えてき
まして、この11本のバンドが見えたらロタウイルス陽性
ということになります。これはPCRの反応液を作って
いるところです。非常に小さい機械しかここには置いて
ないのですけれども、このようなサーマルサイクラーを
使ってPCRを行います。PCR後にアガロースゲルにサ
ンプルを落とし込みまして、電気泳動をするわけです。
そして、結果をこのようにしてゲル撮影装置で見るとい
うことになります。
　これは、この手前の先生はこの血液のサンプルから、
DNAの抽出を行っているところですけれども、この先
生がやっていた仕事は、バングラデシュの地元でリケッ
チアを検出するということでした。１年半にわたりまし
て、不明熱の患者さん150人からサンプルを採りまして、
ネステッドPCRというやり方でリケッチアの遺伝子を
検出したわけです。これはその結果の一部ですけれども、
この調べたサンプルのだいたい半分ぐらいから、この目
的の大きさのバンドが検出されていました。これを私た
ちの教室の方に郵送してもらいまして、うちの大学で

シークエンスをしました。これがその結果の一部ですが、
すべてのサンプルが同じ配列を示しておりまして、これ
が既知の何と一致したかというと、リケッチア・フェリ
スというネコノミリケッチアの配列と、ほぼ一致すると
いうことが分かりました。
　現地のバングラデシュで撮られた顕微鏡写真ですが、
これはネコに寄生するノミです。このノミに付いている
リケッチアから、おそらく人に感染したのではないかと
考えられます。これはパブリッシュされた論文から取っ
た図ですけれども、このリケッチア・フェリスの感染と
いうのは世界中で見つかっておりまして、特にヨーロッ
パとかアフリカとかアメリカで、報告が多く出されてい
ます。アジアではわずかしか報告はなく、バングラデ
シュ、インドでも今まで報告はなかったのですが、今回
初めてこのリケッチア・フェリスの感染が見つかったと
いうことになります。調べたサンプルの46％、ほぼ半分
でこのリケッチア・フェリスの遺伝子が見つかったわけ
です。さらにいくつかの遺伝子を調べて、間違いないと
いうことを確認いたしました。
　マイメンシン医科大学の病院で開催される、このクリ
ニカルミーティングというものがあるのですけれども、
ここでこのPCRをやった学生さんが今回の研究成果を
発表して、真ん中に病院長の方、それからこちらの方に
微生物学の教授の先生がいて、コメントを話していると
いう様子です。こういった形で臨床医にこの研究成果を

還元するということが、現地ではされております。
　こういった海外との交流、あるいは研究支援にはいろ
いろ経費が掛かるわけですけれども、どのような制度や
研究費があるかということで、ここに示してあります。
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現在私たちがいろいろお世話になっているのは、この日
本学術振興会の論文博士支援事業と科研費（科学研究費
補助金）で、これらが主要な財源になっております。
　これは海外との連携におけるキーポイントということ
で、思いついたままに書いたんですけれども、この中で
やはり非常に重要なのは、３番目の相手国の研究者のモ
チベーションを引き出して高めること、つまりいかにや
る気を出すかということだと思います。そのためにはい

ろいろな研究試薬を送ってあげるとか、懇切丁寧に指導
するといった指導も必要ですし、学位ですとか研究成果
の発表とか論文の公表といったものを、１つの目標とし
て設定してやる気を出してもらうということが、非常に
有効かと思っております。
　最後に、北海道における公衆衛生大学院への期待とい
うことで、お示しいたします。我々がやっているような

活動は零細企業みたいなもので、ごくわずかな人数の
方々にしか指導ができないのですけれども、もし公衆衛
生大学院ができれば非常にたくさんの人たちに、学ぶ機
会が提供されるということになると思います。そうした
場合に社会人ですとか外国人の方も、当然入って来られ
るのではないかと思うわけですけれども、そのような
方々が安心して学べるような制度、具体的にいえば奨学
金や留学の制度があればいいと思います。
　それから、４番目の教育研究活動の特色ということで
すけれども、この大学院の研究の特色として、北海道と
いう地域性を目玉として出すのか、あるいは何か別な高
い専門性の分野を打ち出すのか、あるいは両方あれば
もっといいと思いますけれども、そういった特色がある
となおよいかと思います。それから私どもの専門からの
要望というか希望ですけれども、国際保健とか感染症に
ついても、教育研究体制の充実が望まれると思いますし、
また「英語による教育の機会の導入」と少し控えめに書
いていますが、英語による教育の機会がたくさんあれば、
非常にいいと考えております。
　以上、雑駁な話でしたけれども、私どもの教室の活動
のご紹介という形で、話をさせていただきました。どう
もありがとうございます。（拍手）
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（廣田）　小林先生、ありがとうございました。先生から
は海外の研究者と共同での感染症研究、また、最後に北
海道における公衆衛生大学院への期待をコメントしてい
ただきました。ありがとうございました。それでは、次
に旭川医科大学の健康科学講座の吉田貴彦先生からご講
演いただきます。吉田先生は東海大学のご卒業で、大学
院を卒業後東海大学医学部に在籍した後、アメリカの国
立環境健康科学研究所に留学されておりまして、2000年
の１月から旭川医科大学に就任されています。先生が長
いプロフィルを書いてくださっていますが、時間がない
ので自己紹介でお願いします。よろしくお願いいたしま
す。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

講演２

「旭川地域での大学コンソーシアムを中
心とした地域住民の健康保持増進と地
域振興を目指す活動」

吉　田　貴　彦　氏
（吉田）　旭川医科大学の吉田貴彦でございます。今回岸
先生の方から、今回の取り組みについてお話ししてくだ
さいということだったんですけれども、ちょっと私も勘
違いをしたといいますか、もう少し違うまとめ方をし
ておけばよかったかなと思います。そちらの方を最初
に、忘れちゃいけないのでお話ししておきたいと思い
ます。私は旭川医科大学でJICAの研修を行っておりま
す。医大ではJICAの研修が２本あったんですけど、１
本目の母子保健は終了していまして、今私が担当してい
るのは、「アフリカの地域保健行政の担当官のための地
域保健」というものです。そういった中で講義、それか
ら演習、見学、実習等で６週間行っておるんですけれど
も、こういった地域保健に関連したノウハウを持ってお
りますので、お役に立てるのかなと思っています。どう
して旭川でやっているのか、アフリカが対象ということ
で私はびっくりしたんですけれども、過疎地域であるこ
とがアフリカに似ているからだからと言われて納得しま
して、冬にやるのもかわいそうだから夏にやっておりま
す。それから市役所の方からの相談で、住民センターが
今旭川で整備されつつあるんですが、そのうちのいくつ
かを健康に特化したようなものにしたいんだということ
で、看護学科の先生と一緒にどのようにかかわっていく
か考え、地域包括ケアの拠点として使おうとしておりま
す。そのような取り組みがあるということを、先にちょっ
とお話ししておきます。

　私が今回まとめてきたのは旭川地域、医大だけではご
ざいませんけれども、大学のコンソーシアムである旭川
ウェルビーイング・コンソーシアムというものの運営協
議会の、私は責任者をやっておりますので、ご紹介した
いと思います。また、最後の方に私の教室が中心となっ
て行っている、地域資源を活用した健康づくりといった
もののデータについてご紹介したいと思います。

　大学コンソーシアムについて書きましたけれども、あ
んまりこの辺をしゃべっていると時間がなくなります
が、大学と付いていますけれども、地域に根差した大学
が中心となるものの、地域社会と産業界との連携体であ
るということです。意義付けとしましては、地域に根差
した大学は、その地域の様々な資源を利用しながら地域
の中の大学の発展と地域の活性化を実現する、両方を一
緒に達成しようというのが、大学コンソーシアムの目的
になります。この辺に書いてあるものは、大学の使命と
いうものが書かれております。
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　どうしてこういうことをやらなきゃならないかという
話なんですけれども、地域コミュニティ作りというのが
最近盛んに言われるようになっています。これは少子高
齢化であったり核家族化ということで、コミュニティが
崩壊していることから、始まった話なんですけれども、
重要なのは住民の参加です。多様な住民が主体となって
活動していくということが大事で、大学はそれを支援す
る形になります。では、どのように達成するか、住民が
自分たちが住んでいる地域の課題を自分たちで見つけ
て、その解決方法を考えていくということになります。
そのためには、地域コミュニティを担う人材づくりをし
なきゃいけませんので、学生も卒業して地域に出れば
リーダーになり得るわけですから、リーダー養成という
ようなことも行っている。自治体は何をするかといいま
すと、住民が行っている活動に対する支援というような、
裏方に回るということになります。

　これは地域コミュニティ、こちらは民間、産業、それ
から市町村とありますが、こちらにさまざまな大学、学
部がありますけれども、お互いに助け合っている関係に
あるということお分かりいただけるかと思います。大学
側は人材を輩出します。それから生涯教育の場を提供し
ます。研究施設を提供します。それから講演の講師や委

員などの人材派遣をしている。これに対して市町村の方
は、具体的に何をしてくれるのか。学生が地域で活動す
る際の支援をしてもらうとか、学生ボランティア活動を
する際の支援をしてもらう。それから教育関係の支援を
受けるというようなこと。特に産業界との間では共同研
究ということが行われているということです。

　医大の学長が新しく就任した年の前年に市長が替わっ
ていたもんですから、大学が主導を取って、旭川で何か
できないかということを学長にお話ししましたら、市長
を呼んだのでお前も来いといって、このような大学コン
ソーシアムが出来る流れとなったということです。当初
はこの地域振興の共同研究ということがメインで行われ
ておりましたけれども、運営資金となる補助金を文科省
からもらうために教育を中心に充実させてきました。こ

れは理念とか目的ですけれども、これは次にあるポンチ
絵とリンクしておりまして、ポンチ絵を見ていただけれ
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ば分かりますが、旭川地域にはさまざまな資源がいっぱ
いある。こういう資源には、食材の資源、それから医療
資源がある。これらをよく見てみると、健康を守るため
の３つの要素が含まれている。食であり、運動であり、
それから保養でありと。
　こういったものを活用して、地域の住民の方の安心と
安全と健康を守るんだというようなことです。ここに挙
げたような６つの大学群がありましたので、ここをまと
めましてコンソーシアムをつくっていきました。特に

我々のコンソーシアムの売りにしているところは、学生
の教育を地域の中に出して行おうという考え方です。従
来型であればこの大学の中で学生は勉強しているんです
けど、これを地域の中に放り込むということで、地域の
住民の方が教師となってやり取りの中でもんでもらいた
いと。そうしますと、卒業した後は地域貢献できる学生
として輩出することができます。こうなると地域コミュ
ニティの活性化になりますから、そうすると地域の活力
が向上するとともに、新しい良い学生もまた大学に入っ
てきて、ウィン・ウィンの関係がつくれるだろうという
ことで、取り組んでおります。

　こういう中でせっかく６つの大学の連携、６つの大学
がみな単科大学です。旭川には総合大学が無いなかで連
携することで、できなかったことを何かしようとしまし
て、つくり上げた科目の中の１つです。「健康弱者のた
めの医学」という科目ですが、要するに健常者以外の
方々に関する医学カリキュラムから漏れているものを集
めたら30ほど集まったもんですから、それでつくり上げ
た科目です。総論が15コマとそれから各論の計30コマ出
来上がっているんですけれども、こういったものを全国
に先駆けて作りました。講師には例えば車いすを利用す
る障がい者で、私と付き合いが長い仲間に講義してくれ
と言って、来てもらっている方も含まれております。こ
うした講義を通して地域の障がいのある方が、どんどん
受け入れられるような素地をつくりたいということで、
総論の部分は公開講座としてサテライトキャンパスでも
行っております。

　こちらの方は地域資源を活用しようということで、旭
川保健所との共催で始めた「健康体感教室」というもの
ですけれども、地域の休養の部分、それから食の部分、
運動の部分を活用しようというものです。地域の生産者
であったり、地域で活動している保健師さんですとかに
講師になっていただいて、旭川のコンソーシアムの大学
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の学生さんに、健康というものを考える１日をつくりた
いとして始めたものです。次は、学生の合同成果発表会

の話ですので、ちょっと飛ばします。もう１つの特徴で

すけれども、学生の自主組織を作らせたことです。これ
は各大学の中にサークルとしてつくらせたものを、連携
させたものです。「はしっくす」という、これは橋が旭
川にたくさんあるということ、社会的な架け橋となると
いう意味と、旭川に６つの大学組織があるので、「はしっ
くす」という名前を学生が付けました。旭川には単科大
学しかなかったんですけれども、異分野の学生がコミュ
ニケーションが取れる場になって、学生も非常に喜んで
おります。また地域のこの大学生が、子供たちへの働き
掛けを積極的にしてくれるようになりまして、高校生へ
の活動も活発になってきているというところです。これ

は１つの例です。旭川市も協力的で、市民と協働の街づ
くり事業というものに採択してもらいまして、学生の企
画で冬場の楽しみをつくるイベントを行いました。この

ような中で、高校生、中学生も呼び集めて相当な数集まっ
て、一緒にこういう製作物を作ったりしているところで
す。これは高校生の団体で、「ゆーすねっと＠旭川」と
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いう組織が出来ました。これは教育の部分です。子供の
サイエンスマインドを育てようというワーキンググルー
プが活動して、このような企画が始まって、それが現在
続いておりますJSTの科学技術コミュニケーション推
進事業といったものにつながって、活動しております。

これはその事業の概念図です。このような、地域でばら

ばらで行っている教育活動の情報を、子供にワンストッ
プで提供できるようにして、組み合わせてメニューをつ
くって、これを全部履修するとどういう勉強ができるの
かということを、発信していて、次年度が３年目になり
ます。

　これは車いすの方々と一緒に作ったワーキンググルー
プです。コンソーシアムには、ワーキンググループがい
くつかありまして、その中の一つで、冬祭りでもこのよ
うなところの上まで車いすで登れるようにするなどして
います。これは企業の方と一緒にやったことですけれど
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も、下半身不随になったため足でペダルが踏めないので、
感情が付けられないためにピアノが弾けなくなった方に
対しての取り組みです。笛を細工しまして、吹き口が右
と左にあって、ペダルが２つ動かせるようにしてあるん
です。これによって、もともとプロだった方がもう一度
プロに復帰できたといった活動も、一緒にやったりして
います。そうした障がい者に対するサポートというの

が発展したものがこれで、バリアフリーツアーセンター
という全国展開しているものの１つの拠点が旭川にあり
ます。誰にも優しい町づくりをしようとするグループに
なってきておりまして、こういう活動が成果を結んだの
が、今年の２月に行われた障がい者クロスカントリース
キーワールドカップです。アジアで初めて行われた大会

を、旭川で誘致することができました。そうした中で旭
川医大は、スポーツ医科学研究委員会というものを組織
しまして、大会組織委員会に参加するだけでなくクラス
分けですとかドーピングとか、医療班の派遣、シンポジ
ウムを開催するというようなことを行ってまいりまし
た。これは新しいスポーツですね、アイスレッジホッケー

を普通の床でできるように改造したものを、作ったりと
いうこともやっています。
　ここから事例をちょっとご紹介します。健康の３つの
要素ですね。特に温泉を使って、降圧作用を見ようとい
うものです。このようなものは代替療法ですから、眉唾
物じゃないかとか、そんなもの誰でも知っていることだ
と。ところが、その根拠がなかなか出てこないものです
から、それの根拠を示そうとして始めたものです。こち

らは市役所と一緒に始めたものなんですが、６週間にわ
たって全部で11日温泉にはいるんです。１回の入浴では、
やっぱり前後で当たり前ですが下がるんです。１日２回
入ればもっと下がるんですけれど、次の日は元に戻りま
す。ところが６週間11回も繰り返すと、実際に血圧も下
がってくることを示したものです。ここに書いたのはま
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とめですので、後で抄録をご覧になってください。

　これはそのときの新聞の報道です。

　事例の２です。今度は、温浴だけでなく、運動と健康
食を加えて３カ月にわたって行ったものです。これは枝
幸町で行ったのですけれども、実は私がかかわってい
るNPOが運動指導とか、温浴療法というものを指導し
ているグループがあり、そのグループと一緒にやったも
のです。これは３カ月間、何で11月から１月という時期
かといいますと、補助金が出るのが遅い時期になります

ので、こういう悪い時期になっています。実はここに書
いておりませんけれども、医療費の削減効果も見ようと
思って、先ほどNDBの話が出ましたけれども、２年前
のまだ自由に使えない時代に、使えるようにしてしまっ
たんですね。それで健康診断とかもリンクさせていきま
した。業者の方と組んだんですけども、その業者がもと
もとNDBをつくっていたのが後で分かって、お金を払っ
て利用されたんだと思って、ちょっと悔しい思いをして
おりますけど、うまく使えるようになりました。その結
果わずか３カ月、これも年末年始を挟んだ最悪の時期に
当たりますが、３カ月後は非常に下がっています。これ
は肥満指標が減ったと。これは動脈硬化の測定ですね、
脈波伝達速度を見てみましたら高参加群は伝達速度が落
ちてきています。要するに、動脈が柔らかくなっている
という改善効果が見られています。これは肝機能ですけ
ど、肝機能全体の平均で見るとあんまり変わらない。よ
くよく見てみるとほとんど正常なんですね。正常なんで
すけれども個別に前後比較で見てみると、やっぱり経度
に高かった人が良くなるということが分かります。
　それから、これは糖代謝の指標HbA1cです。これも
殆んど正常範囲に入っているのですが、やっぱり高い人
が良くなることが少し分かります。これは気分について
調べたものですけれども、活気も当然ながら上がってま
いりますし、これは筋力ですね。運動指導もしておりま
すので、筋力も上がったという例です。こちらは座り立
ち試験ですね、こちらも良くなっております。これらを
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まとめますと介入することによって、わずか３カ月です
が、生化学的データも生理学的データも精神的なデータ
も、改善しているということが分かりました。運動機能
も良くなっていることが、分かったわけですね。医療費
については、さすがに３カ月では変わりません。本当は
今年度もやりたかったんですけど、研究資金がなくてで
きなかったので、来年以降はなんとか続けていきたいな
と思っております。このような成果を見てみると、おそ
らくこれだけ状況が良くなっていますので、医療費が下
がってくるだろうと私は思っていますけれども、そのた
めには参加者に、もうちょっと健康状態が良くない人
が入ってくれば、もっときれいなデータになるのかなと
思っています。このようなものが我々のところで演習と
か実習とか、それから研究の手法を提供するということ
でお役に立てるのかなと思って、ご紹介いたしました。
ご清聴ありがとうございました。（拍手）

（廣田）　吉田先生、ありがとうございました。先生は産
業保健がご専門ということなんですが……

（吉田）　そうです。

（廣田）　行政だけではなくて、地域のいろいろな力を引
き出すようなことをされていますね。

（吉田）　そうですね。町おこしが専門だと思っている方
も結構います（笑）。

（廣田）　旭川市保健所で健康男子の募集をやっていまし
たけれども、それも先生が絡んでらっしゃるのですか？

（吉田）　いや、違うと思います（笑）。

（廣田）　健康男子というのは、市長さんがまず第１号に
なられて、男性の30代40代の方というのはなかなか健康

に気を付けるという機会がないので、それを楽しくやり
ましょうということのようです。

（吉田）　ありがとうございます。

（廣田）　これからもよろしくお願いいたします。ありが
とうございました。（拍手）では、３番目の講演ですが、
「自治体と協働で行う高齢者の介護予防から考える」と
いうことで、北海道医療大学の看護福祉学部の工藤禎子
先生にお願いしたいと思います。工藤先生のご略歴です
が、千葉大学の看護学部をご卒業されまして、北海道の
方には1993年に現在の北海道医療大学の前身の、東日本
学園大学の看護福祉学部の方に就任されていらっしゃい
ます。では工藤先生、よろしくお願いします。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

講演３

「自治体と協働で行う高齢者の介護予防
から考えること：当別町での経験」

工　藤　禎　子　氏
（工藤）　ご紹介ありがとうございます。
　本日は、このような報告の機会をいただきましてあり
がとうございます。
　私は日頃、保健師教育に携わりながら、勤務先がある
当別町の職員の方や住民の皆さんと、高齢者の介護予防
の活動を展開してきました。本日は、自治体と大学の共
同の実際について、お話しさせていただきます。
　本日の報告は、まず当別町と大学の協働の全体、そし
て協働で行う介護予防活動の特徴ときっかけ、活動の経
緯と実際、活動の効果と意義についてお話しします。
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１．当別町と北海道医療大学の協働

１−１．包括連携推進協定
　北海道医療大学は、昭和50年代に、札幌から１時間ほ
どの当別町に開設され、当時から、歯学部、薬学部が地
域との協力関係を築いてきました。
　平成25年11月に改めて、町と大学の	「包括連携推進協
定」を締結しています。
　目的は、地域振興、地域社会の発展、人材育成、学術
振興への寄与等であり、教育、研究、実践などで協力関
係にあります。

１−２．当別町と北海道医療大学の協働の主な内容
　町と大学との協力関係は、多岐に渡ります。
　１つは、今日、報告させて頂く介護予防活動、
　２つめに、町の保健福祉出前講座、　
　３つめは「新しい公共支援事業」であり、これは、町、
社会福祉協議会、北海道医療大学卒業生等によるNPO
法人、社会福祉法人が行う、共生型コミュニティ農園（就
労支援）、地域福祉ターミナル、オープンサロンなどです。
　４つめに保健福祉計画、地域包括支援センター運営委
員などへ大学教員が参加しています。
　私たちが介護予防活動を開始した当時は、大学の一講
座と町との協働でしたが、このように町全体と大学との
連携が発展し、「包括連携推進協定」という形になって
います。

１−３．当別町と北海道医療大学の協働：現代GP
　そのほかにも、地域と大学の連携のテーマで、文部科
学省の現代グッドプラクティス（良い取り組み）として
の複数回の採択がありました。

２．協働で行う介護予防活動の特徴と
きっかけ
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２−１．協働で行う介護予防活動の特徴
　ここからは、私達が携わってきた住民主体の介護予防
活動についてです。
　現在、住民主体の介護予防活動は多くの市町村で行わ
れていますが、当別町の活動の特徴として、
１）介護保険法施行前からの早い時期から実施したこと
２）私どもが行った研究から、地域のニーズを明確化し、
閉じこもりのリスクの回避に焦点を当てて、プロジェク
トを開始したこと
３）私どもが町の保健師さん達と話し合い、ヘルスプロ
モーションの住民主体という理念と、コミュニティアズ
パートナーという基本理念を共有しながらこの活動を進
めたことです。

２−２．介護予防活動のきっかけ
当別町での介護予防活動のきっかけとして、
　第１に、公衆衛生学における地域とのパートナーシッ
プという考え方の台頭がありました。そして、第２に大
学の方針としての地域貢献の後押し、３つ目に私たちが
科学研究費で行った当別町の高齢者の調査からの閉じこ
もりの問題の明確化、さらに社会福祉協議会による地域
でのサロン事業の推進などの要因が重なっていました。

２−３．コミュニティアズパートナーモデル
　地域とのパートナーシップという考え方は、従来の
人々の背景としての地域ではなく、地域、コミュニティ
を、１つの生物のようなシステムととらえた援助対象で
あるという「コミュニティ・アズ・クライエントモデル」
として公衆衛生看護学分野に取り入れられてきました。
アメリカの地域看護学の研究者アンダーソンらは、1996
年に、コミュニティと「行政や専門職」は、地域の課題
に取り組むパートナーであるという考えを示しました。
私どもは当時このことに関する学習を持ちました。現在
の保健師教育では、コミュニティアズパートナーモデル
は、広く受け入れられています。コミュニティと行政･
専門職は情報の共有と「対話」に基づく意思決定をして
いくという基本が大事ということです。

２−４．介護予防活動のきっかけ　研究から
　私どもは、当別町の協力のおかげで、科研費により、
在宅高齢者の外出に関する全戸への調査を平成８年と平
成10年に行いました。その中で、外出が少ない人は、２
年後に有意に入院と死亡が多いことが明らかになりまし
た。
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３−２．初のプロジェクト会議時
　閉じこもり予防のための集いを作りたいという投げか
けに対して、住民からは、閉じこもりという言葉が差別
のようという違和感、やるならば住民はボランティアで
はなく、みんなが「スタッフ」という同じ立場でやるべ
き、など私たちの想像を超えた言葉がたくさん聞かれま
した。
　その後数回のプロジェクト会議で、会の内容、食事、
費用などについて、話し合いで決めていきました。住民
が主体となる活動を作るために、そこにいるすべてのメ
ンバーで合意を形成することを大切に進めていきまし
て、実際には、とても時間のかかることでしたが、対話
に基づく意思決定の有効性を実感し、私たちにとって大
きな学びとなりました。

３−３．介護予防活動の経緯
　活動の経緯は、表の通りで、大学教員が関わったこと
により、北海道高齢者問題研究の助成が得られました。
実際の集いの開始は平成11年からです。
　平成13年には、厚生労働省の閉じこもりに関する研究
費助成を得て、町内の75歳以上高齢者の全戸訪問を行い、
外出回数の少ない人たちを対象に、町内の旧市街地にお
いても、同様の活動を開始しました。

２−５．介護予防活動開始のきっかけ
　この結果を、町の保健師さんと共有し、高齢化の進行
をふまえて住民の閉じこもりの予防の必要性について話
し合ったのが、平成10年のことでした。
　当別町の中でも、モデル地域を決めて介入をすること
を考え、調査で、実際に閉じこもりの高齢者の存在が明
らかだった人口約５千人の新興住宅地域を選定しまし
た。
　この地域は札幌に隣接しており、地方に住んでいた親
の引き取り同居がみられました。また成人期世代の就業
が多く、高齢者には慣れない環境での日中独居の状態が
みられ、閉じこもりや認知機能や活動性の低下も見られ
ていました。

３．活動の経緯と実際

３−１．介護予防活動　プロジェクトの立ち上げ
　このような課題に対する介入として、外出機会の少な
い高齢者の出かける場をつくるためのプロジェクトを立
ち上げました。その時のメンバーは、町保健師、社会福
祉協議会、私ども、そして、地域の町内会役員、すでに
社会福祉協議会へのボランティア登録をしていた住民の
方達でした。会議は、地域のコミュニティセンターで行
い、最初に「住民主体の活動としたい」ことを表明しま
した。
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　平成18年からは介護保険法の介護予防ならびに地域支
援事業へと位置づけを変え、地域スタッフが組織化され
ました。現在も町からの負担金で運営しています。

３−４．地域介護予防活動に実際
　実際の活動は、２つの集いとも月１回、年12回開催し、
内容は集いの前の週の準備会で話し合って決めます。体
操、ゲーム、創作活動などです。閉じこもり、外出機会
が少ない人が外に出やすいようにということで、町の助
成金でのハイヤー送迎を行っています。
　参加者の登録は時期により変わりますが参加者20〜
30名、地域スタッフは20名程度です。

写真１　「かすみ草の集い」（新興住宅地）
　新興住宅地のほうの会は必ずお昼をはさみ、これを
作っているのも地域スタッフで、好評です。宝引きとい
う昔からの遊びや、運動などもしています。
　大学教員は行ける時に行き、健康相談などにも関わり
ます。私にとっては教員から一保健師に戻れる貴重な時
間となっています。

写真２　友遊会（旧市街・農村）
　旧市街と農村を含む地域のほうもこのように体操、
ゲームをしています。こちらは午前中を中心に活動し、
年の半分は昼食付の会となっています。会費300円で、
地域スタッフの方々が見事な食事を作ってくれていま
す。

３−５．実際の役割
　この活動での、現在の役割は、地域スタッフが実質的
な運営を行っていて、町の保健師は、予算や会場確保な
どの事業の管理と、新参加者などへの訪問と支援を行っ
ています。また、社会福祉協議会ボランティアコーディ
ネーターが毎回参加し、会議資料や名簿、ボランティア
保険関連の事務などを担当し、地域スタッフが活動しや
すい環境を作ってくれています。
　私たちは現在は、参加できる時だけの年数回の参加で
すが、参加した時には一スタッフとして皆さんと同じよ
うに動いています。私たちは、当日の反省会など活動を
振り返る時に気付いたことを伝えています。その際には
会の当初の目的である、閉じこもり予防、住民主体とい
うことを強めるように意図的に発言しています。
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４．協働の活動における意義と課題

４−１．高齢者の健康面からみた効果
　開始間もないころに、地域スタッフの人たちと活動の
効果をみる項目を作り、参加者に面接調査を行いました。
このように、集いの日は笑うことが多い、身だしなみに
気を使う、外出機会が増えたなどに、多数の肯定的回答
がありました。

４−２．ボランティアが得ているもの
　地域スタッフにおける効果に関しては、厚生労働省老
人保健事業推進費による研究で、グループインタビュー
と分析を行いました。地域スタッフは、この活動に参加
し、住民間での、交流の広がり、深まりから、仲間意識
と地域への愛着を高めていました。
　現在、公衆衛生学分野では、ソーシャル・キャピタル
という言葉がブームの様になっていますが、そんな言葉
が知られていない平成13年に、ソーシャル・キャピタル
の重要な要素である、地域への愛着が、この活動のスタッ
フの中で、濃く語られていたわけです。また主体的な参
加により、やりがいや自信を得て、閉じこもり予防が住
民全体の目標であるという気づきや社会的な視点が明ら

かにされていました。

４−３．重層的な効果
　この活動全体の効果として、まず参加高齢者の外出と、
交流を通じた社会的健康の維持･増進がみられます。ま
た地域スタッフが生活の中での交流と日常的な見守りを
行い、買い物や散歩の姿から変化を迅速にとらえるよう
な地域ならではの支え合いへと発展しています。また、
この活動には、地域の音楽サークルなどが協力し交流が
図られている他、地域スタッフの複数のメンバーが、自
宅でサロンを開くなどの、地域毎の活動への拡大がみら
れています。
　また、町の保健福祉計画等の様々な策定において、常
に住民が委員として、議論に参加しています。町の保健
師さん達は、住民との話し合いで意思決定するという方
法を、この介護予防事業の展開のプロセスを経て、理念
としても方法としても掴んだと言って下さったことがあ
りました。
　さらに、この住民主体型の介護予防活動は、近隣市町
村からの見学が多く、今では、近隣の全ての市町村で、
それぞれの地域毎に住民主体の活動がみられます。
　このように、１つの閉じこもり予防の活動から重層的
な効果がみられています。時代の要請ということもあり
ますが、当別町での活動が、１つのモデルを提示したと
感じています。
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４−４．行政・大学が関与している意義
　行政と大学が住民主体の介護予防活動に参加している
意義については、住民の方からは見守られている安心感
をもって活動を続けられるといわれています。
　最も大切な集いの場面は住民スタッフが行い、行政が
予算、会場、年間計画の可視化などのサポートに関わる
ことで、活動がスムーズに継続できる助けとなっていま
す。
　さらに、協働の活動であることは、住民にとって、自
分たちの活動が社会に役に立っているという自信をもた
らし、このエンパワメントがさらに他の活動への参加の
拡大へとつながっています。
　行政と大学の見守り、認証という関わりが、住民主体
を強化していると考えられます。

４−５．公衆衛生看護学教員の実感
　私たちの実感として、１つには実践現場をもつ強みが
挙げられます。大学教員の仕事は、研究、教育、実践が
三位一体となった時に、それぞれの質が向上します。私
たちは、研究から明確化した地域のニーズに実践的に介
入し、その成果をまた研究や教育として公表し、より多
くの人々に働きかけるという貴重な体験をさせて頂いて
います。

　また、住民から学ばせていただくことがたくさんある
ということです。パートナーシップモデル、ソーシャル・
キャピタル、地域包括ケアシステムの構築などの理論や
モデルに関して、当別町での様子から、実感を伴った理
解ができます。そしてその実感は、教育の中で、学生に
も具体的なことを自信を持って伝えられる、（教育の質
を担保できる）良い循環となっています。

４−６．今後の課題
　今後の課題は、１つは私たちの課題として、長期的な
活動ビジョンを明確にして、教育研究機関として活動の
評価に関与することです。
　２つ目に、この活動の課題として、町全体の地域包括
ケアシステムの中にこれらの住民主体型の活動を位置付
けて発展させていくことです。
　一次予防から三次予防までの連続性、在宅と医療、介
護の全体という視点からも、今後とも住民や関係機関の
皆さまと協働していきたいと考えています。

終わりに
　今回の報告の機会をいただいたことで、改めて、16年
間にわたる自治体と大学の協働の活動を振り返ることが
できました。本当にありがとうございました。以上です。
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（廣田）　工藤先生、ありがとうございました。16年です
か。

（工藤）　はい。

（廣田）　地域での共同研究を地道に進められた素晴らし
いご経験をお話をいただきました。それでは最後の講演
になりますが、北海道における保健師教育の今後につい
て、北海道大学大学院保健科学研究院の佐伯和子先生か
らお願いしたいと思います。佐伯先生のご経歴は皆さん
もご存じだと思います。保健学科は衛生学院を出てらっ
しゃいますので、道内の保健師はかなりたくさんおりま
すが、大先輩になるのではないかと思います。札幌医科
大学保健医療学部、金沢大医学部医学保健学科を経て、
現在北海道大学大学院保健科学研究院の教授をされてい
ます。よろしくお願いします。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

講演４

「北海道における保健師教育の今後：公
衆衛生人材の育成と大学との協働」

佐　伯　和　子　氏
（佐伯）　廣田先生、ご紹介ありがとうございます。皆さ
んに資料ができていなくて、１枚もので申し訳ございま
せん。北海道における公衆衛生大学院の役割と設置への
協力体制ということで、岸先生と一緒にこの３年間活動
させていただきました。というよりは岸先生の熱意に付
いていったという感じがしております。大学院が必要と
いうところは、岸先生に負けないぐらいの熱意があるん
ですが、行動力では岸先生に習うことばかりでした。本
日考えたいことというのは、保健師というのは伝わりに
くい職業であるということで、保健師とは何者かという
ことと、なぜ保健師の基礎教育を変えていかなきゃいけ

ないのかということです。今年から北大では修士課程で
保健師教育を始めましたので、その試みの一端をお伝え
して、特に人材育成において現場との協働による教育と
研究ということについて、考えていきたいと思います。
　まず、最初に保健師の活動の実際とその基盤学問とし
ての、公衆衛生看護ということです。地域包括ケアシス
テムということが言われるのですが、保健師の活動とい
うのは、図にあるように総合的なものです。１つはこの

部分ですね、多様な職種や機関との協働による中で、健
康増進と予防活動を専門にしています。ここでは個別の
事例もありますし、事業を担うという役割もあります。
いろいろなチームの中で、一専門職としてかかわるとい
う部分です。次に、患者さん、家族を中心に個別ケース
のマネジメントをしながらケアの継続を考え、個別事例
を中心にネットワークをつくっていくという活動。さら
に、それを地域の組織と組織、機関と機関を結びつけま
す。地域全体を見て健康増進、予防から在宅医療まで、
すべての人たちがこの地域で健康に暮らせているだろう
か、そのためにはどんなシステムをつくっていったらい
いだろうかというところまで、いわゆる保健計画立案、
施策化までが仕事の領域です。非常に具体的に見えると
ころから、抽象度の高いことまでがありますので、実際
に活動している人たちはそれなりに理解できるんです
が、外から見るとやっぱり分かりにくい仕事となると思
います。言葉で表現したのがこのスライドですね。
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　そんな中で学会が今回初めて、公衆衛生看護を定義し
ました。アメリカではいろいろな定義がされていたんで
すが、日本の活動を日本人の手で定義したものです。分
かりやすく、現在の保健師の活動を定義したということ
になると思います。その中で公衆衛生看護の対象が何か、

目的が何か、どんな方法を用いるか、その目的達成のた
めに社会的公正を活動の規範に置くというとことが、大
きな特徴だろうと思います。公衆衛生看護、その学問で
ある公衆衛生看護学、それを基盤とする保健師を定義し
ています。その中で保健師にとって重要なことの１つは、
アイデンティティーをどう持つかということだろうと思
います。仕事が多岐にわたり複雑な分、目の前のことに
左右されやすいので、根本となる自分は何かというとこ
ろを、どれだけきちんと持っているかということが、職
業人として非常に重要になると思います。格差が生じる
中での健康課題に対応していくという社会をとらえる視
点と、それから組織の使命、そして何よりも大切なのは
人への愛情、地域への愛着、その自分の仕事への責任
だろうと思います。それらが論理性と理論的裏付けがあ
り、かつ、その体験からの情熱、実践体験をすることで
これはやっぱり必要だという確証を持つこと、フィール
ドワークが基本になると思っています。さらに組織とか

経営というものも、求められる要素になってくると思い
ます。

　実際保健師のキャリア発達の調査をしますと、対人支
援の能力は確かに経験とともに、自己評価が上がってい
きますが、相対的に見ると自己評価のレベルが非常に低
いというのも、１つの特徴です。新任期だけをみると対
人支援能力が10年前と比べると自己評価が下がっていま
す。これは扱う事例が複雑な事例が多くなり難しくなっ
ているということと、新任者そのものの力量が落ちてい
るんだろうという、両方のことが考えられます。
　職務満足についてですが、職務満足、職場満足は似た
ような傾向で、やはり経験者の方が高い値を示していま
す。これは何が関連するかと見ますと、対人支援能力、
地域支援管理能力という実践能力が大きく関連をしてい
ました。主観的な満足感を持って仕事を進めていくため
にも、客観的な能力というのも非常に重要な関連因子だ
ということが分かります。保健師の仕事は複雑ですけれ
ども、どう段階を追って能力を伸ばしていくかが大事で
す。基礎教育というのは自己開発して発展できる職業生
涯の基盤づくりをしていく基礎の位置付けになると思い
ます。
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　保健師教育の動向ですが、保健師の教育は昔は養成所
で行っていました。それが養成所短大専攻科の時代か
ら、学部での看護師保健師統合化カリに、それから保健
師選択制ができ、大学院が出てきました。看護系大学で
の養成数はこんなふうに増えていっています。選択制が
始まったので急に養成数が減ったように見えますが、実
際減っているんですけれども、必要な需要と供給のバラ
ンスを考えるとどれぐらいが必要かといいますと、新卒
就業者の平成24年のデータでだいたい7.1％、約1,000人
ぐらいが保健師として就業していますので、２倍の養成
をしたとしても2,000人、３倍養成としても3,000人です
ので、十分な養成数と言えます。

　これを北海道の中で見ますと、大学化が始まる前は北
海道では専修学校、短大の専攻科での養成が中心でした。
選択制が始まる前というのは、保看統合カリが中心でだ
いたい770人ぐらい、全体で850人ぐらいの保健師が養成
されていました。選択制になって大学院ができて、平成
28年の予想ですが、だいたい190人ぐらいの養成になり
ます。そうしますと、養成数は北海道の需要と供給のバ
ランスがこれでいいかというと、北海道としてはもう少
し養成が必要かもしれないなというように思います。そ
れから学生の質ですが、学士課程で選択制になって、い
ままでよりアイデンティティは養えると思うんですが、
どれぐらい実践に必要な基礎的能力が養えるかという
と、本当に学部教育でいいのかどうかというあたりは、
今後検証が必要になると思います。教育機関が札幌に偏
在しているというのは、北海道にとっては大きな課題で
す。また、教員の確保で、人数的にも質も問われるよう
になってきています。

　そんな中で大学院教育の必要性というのは、研究能力
と教育力、実践力を備えた人材が必要だということです。

北大ではどんな人材を育てたいかというときに、まずは
地域の人々の安寧な生活と、地域社会の発展に貢献でき
る人で、信頼関係がつくれるとかいくつかの要素を挙げ
て考えました。実際のカリキュラムですが、公衆衛生看

護科目群では、免許を持っている人たちの履修要件は36
単位です。普通、大学院が２年間で30単位ですので、少
し多いということになります。
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　ただし、保健師国家試験受験資格を取得する人たち
は、さらに保健師助産師看護師学校等養成所指定規則に
よる保健師教育課程の28単位を足して64単位の履修とい
う、非常に厳しいカリキュラムになっています。これは
文科省の指導もあって、30単位プラス28単位、最低でも
58単位ということが言われていますので、２年間の中で
はコースワークや研究を含めると、非常にタイトなカリ
キュラムにならざるを得ない状況です。カリキュラムの
特徴としては、１点目が実習です。公衆衛生看護学実習
Ⅰは、個人、家族への支援で、市町村で３日と２日、２
回に分けて実習をしています。地域で生活する人の支援
を、学生が自立してできるというところを目指していま
す。それから実習Ⅱでは集団支援、地域支援、事業計画、
事業評価という、自治体を単位にしてある程度集団を
支援できる能力の育成をしています。次に新しい試みと
して、地区担当の実習を入れています。厚労省でも保健
師の活動として地区担当の推進が言われていますが、実
際にこの実習を始めようとするとフィールドでは、うち
の町は地区担当をしていないので、その実習はどうしま
しょう？というような事態も生じています。反対に、必
要だけれども現場でできていないことを、どうやったら
大学と現場で一緒にできるかということで、新しい活動
をつくっていくといことを教育を通してやっていけるの
ではないかと思っています。それから実習Ⅲは公衆衛生
看護管理と産業保健で、保健所と企業の実習を１単位ず
つ入れています。さらに公衆衛生看護学実践演習で研究
テーマと関連したフィールドワークをしています。研究
は実習とフィールドワークから、その体験に基づくもの
で、実践現場の課題となる現象に焦点を当て、何らかの
提言ができるように、現実を見つめた特定課題研究にな
るようにしていく予定でいます。

　実際に基礎教育でどんな協働ができるかといいます
と、基礎教育は教育機関の本来業務ですが、現場にとっ
ても基礎教育にかかわる学部や大学院の講義・演習に非

常勤講師としてかかわっていただくことで、その教育を
理解していただくということと、実際に日常活動をまと
める機会になるとか、原点を見直す機会になると思いま
す。また、大学と一緒にやることで最新の知識が得られ
るという、現場のメリットがあります。私たちも、先ほ
ど言いましたように、教育に時間をかけて現場と一緒に
やっていくと、現場の課題を教育の中に取り込みなが
ら、新しい活動を創造できるのではないかと思っていま
す。基礎教育から現任教育へと連続した一貫性のある人
材育成を、どうしていくかというのが課題になっていま
す。社会が求める実践力のある人材を育成していくため
には、やはり大学院レベルでの教育が必要なのではない
かと思います。

　また、現任教育および研究における協働ということで
は、現任教育は現場が主体ですが、大学がかかわること
で新任期、中堅期、管理期のOJT、職場内での教育の
支援、Off-JTで講師、またそれらの企画や評価について
一緒に行えます。実践のコンサルテーション、研究指導、
大学院教育の提供ができるということもあります。一方
研究に関していえば、研究フィールドは現場が提供して
くださるし、現場にとっては現場の課題を一緒に考えて、
研究手法を大学から学びながら活動を評価していくとい
うことで、北海道というフィールドにおいて、公衆衛生
の共通課題を認識しながら人材育成ができ、それが教育
の質を上げ、研究を通した交流につながっていくと考え
ています。
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　公衆衛生大学院の機能は人材育成だけではなく、多様
な内容を含んでいます。人材育成について考えてみます
と、公衆衛生を支える人材育成というのは、大学院レベ
ルの基礎教育が必要です。公衆衛生に若い世代へアピー
ルできるものがあって、若い人たちが公衆衛生に入って
きてくれることが、大切ではないかと思っています。大
学院教育の中では実践と理論を融合させた教育ができる
とも思います。それと継続的な人材育成ができること、
さらにはグローバル化時代の公衆衛生の課題に対応でき
る人材として、日本の公衆衛生の活動は非常に優れてい
ますので、それを全国だけじゃなくて、世界にその成果
を発信できるような人材育成というのも、大学院だから
こそできるのではないかと思っています。以上です。（拍
手）

（岸）　佐伯先生、ありがとうございました。一口で人材
育成といいますけれども、その中身まで非常に丁寧に説
明していただけたと思います。これで一応講演はすべて
終わったんですけれども、時間がなくなってしまってい
るんですけど、最後に曽根先生、北海道の現状のお話を
聞かれて、何かコメントがあったら一言お願いしたいん
ですけど、よろしいでしょうか。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

総合討論：まとめ

（曽根）　本日はお招きいただきまして、どうもありがと
うございました。北海道の各先生方のお話を聞かせてい
ただきまして、本当に地域ときちっとタッグを組んで、
地域の問題や課題を吸い上げ、あるいは本当に地域の
方々を陰でサポートするという活動を、長い時間をかけ
てつくり上げてきているということを学びました。私ど
もも国の機関として、そのOff-JTの一部は担わせていた
だいておりますけれども、やはりその地域地域の特徴に
合わせた活動を、その地域のやり方でサポートするとい
うのが、本来的な在り方だと思います。また、それぞれ
の市町や大学、教育機関が連携を取り合ってやっていく
ことで、やはり１のものが２倍３倍４倍になっていくの
かなと思いました。
　また私ども保健医療科学院もそういう形の活動を、何
らかの形でサポートさせていただければと思いますの
で、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。今日は
本当にありがとうございました。

（岸）　曽根先生、ありがとうございました。本日は曽根
先生の基調講演と、それから札幌医科大学の小林先生か
ら地域、特にアジア地域での大学院生の、大学院生とい
うより現場でおそらく皆さんが仕事をされていて、その
方たちをどんなふうにご指導されているのかわかりまし
た。私は小林先生は感染症の専門家であるとよく存じ上
げているんですけど、今日まとまった話を伺って改めて、
自治体と共に旭川でもおそらく日本で公衆衛生大学院を
つくるんだとすると、やはりその辺をかなり考えていか
ないといけないんじゃないかということを、勉強させて
いただきました。吉田先生はさっき廣田先生が産業保健
の専門家とおっしゃられましたように、日本産業衛生学
会の地方会長をしていただいていますけど、こんなに旭
川も大変厳しい努力をされているというのを、本当に今
まで知っていた以上に、大変なものだと感心いたしまし
た。あらためて感謝申し上げたいと思います。
　それから工藤先生は16年という話を伺って、介護保険
の法律ができる前からですよね。ですから、おそらく当
時の方たちは単に当別町に大学があるというだけではな
くて、新しい関係が築かれているんではないかというこ
とがよく理解できました。佐伯先生は私は一緒に３年
やってまいりましたけれども、公衆衛生看護の学会の理
事長をされていますので、今日のお話はおそらく全国的
な視野で、お話しになったんじゃないかと思います。そ
ういう意味でも私も、あらためて勉強になりました。こ
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れから北海道における公衆衛生大学院という、やっぱり
大きな役割があるんだということが、あらためて認識で
きたんじゃないかと思います。そのためにどういう協力
体制をつくっていくのかということが、我々にとってま
だまだ残されている課題であると思います。
　その中、国立保健医療科学院にぜひお力添えをいただ
きたいということを、あらためて感じました。また、北
海道は大学がもっとたくさんございます。本当は今日
もっと話していただけばよかったんですけど、少なくと
も北海道大学はもう２回もやったから、北大の先生でな
い先生ということで今日は３つの大学を選ばせていただ
きました。もっといろいろな看護系の大学がたくさんご
ざいますし、医科大学も３つございますので、これから

も協力し合って、一歩でも二歩でも前に進めていくとい
うのが、一番の私たちが考えなくちゃいけないことかな
と思います。先生方が熱心に話してくださいましたのが、
この後この会場の後ろに少し軽食を用意してございま
す。保健医療科学院の先生方とお話をしたい先生も、きっ
とたくさんおられると思いますので、今ちょうど運ばれ
てまいりましたので、ちょっとのどを潤しながらまたつ
まみながら、交流を深めていただければと思います。
　今日は遅くまで、予定時間を超過いたしましたがご協
力いただきまして、本当にありがとうございました。こ
れで取りあえずフォーマルなお話は閉じさせていただき
ますが、ぜひ後ろで皆様親交を深めていただければと思
います。本日は本当にありがとうございました。（拍手）
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